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県指定文化財の現状変更等許可の状況について 

 

令和７年７月１日～令和７年 10月31日の間に、現状変更等許可申請書を収受した県指定史跡河村城

ほか８件について、次の表記載の理由から条件を付して許可しましたので、報告します。（実施場所等

の詳細は別紙参照） 

 

項

番 

文化財の名称 

及び申請者等 

現状変更 

申請の内容 

許可日・ 

予定期間 
【許可理由】及び【許可条件】 

１ 史跡  

河村城跡 

（対象地） 

足柄上郡山北町 

山北字城山2173番

外 

（所有者） 

山北町 

（申請者） 

藤江 雅也 

テント及び 

タープ設営 

(許可日) 

R7.10.7 

 

(予定期間) 

R7.11.28 

 ～ 

R7.11.29 

【許可理由】 

○ マルシェの開催に伴い、テント及びタープ

の設置のため、金属杭（ペグ）の打設を行い

ます。遺構面までは、保護層を35㎝以上確保

しているため、地下遺構への影響は軽微であ

ると判断されます。また、イベント実施に伴

い２日間設置するもので、事業の実施後には

撤去されることから、一時的なものであり、

景観への影響は軽微であると判断されます。 

 

【許可条件】 

◆ 施工にあたっては、山北町教育委員会職員

の立会いを求める。 

 

２ 史跡  

早川城跡 

（対象地） 

綾瀬市早川城山 

三丁目４番１ 

（所有者） 

綾瀬市 

（申請者） 

綾瀬市長 

 

看板改修工事 (許可日) 

R7.10.10 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R8.12.28 

【許可理由】 

○ 既存の解説看板の基礎部分の木材や屋根材

が腐朽しているため、改修工事を行います。 

工事に伴い幅70㎝、地表下60㎝の掘削が生

じますが、既存看板設置時の掘削範囲に収ま

るため、地下遺構への影響はないと判断され

ます。景観についても交換部材は同色を用

い、看板自体（文面・デザイン）の変更は行

わないため、影響は軽微であると考えられま

す。 

また、倒壊の恐れもあるため、安全管理

上、必要な行為であると考えられます。 

 

【許可条件】 

◆ 施工にあたっては、綾瀬市職員の立会いを

求める。 

 

報告資料２ 
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３ 天然記念物 

日向薬師の寺林

（対象地） 

伊 勢 原 市 日 向

2242-1付近 

（所有者） 

宗教法人 宝城坊

代表役員 

（申請者） 

宗教法人 宝城坊

代表役員 

 

樹木伐採 (許可日) 

R7.7.23 

 

(予定期間) 

R7.9.1 

 ～ 

R7.10.31 

【許可理由】 

○ 樹木１本（モミノキ）の伐採を行います。 

対象の樹木は、国指定重文である日向薬師

本堂の北側斜面地の法裾に位置し、内部が腐

朽している状態です。そのため、倒れた場合

には本堂への影響が危惧されるため、安全管

理上必要な作業であると考えられます。 

 

【許可条件】 

◆ 施工にあたっては、伊勢原市教育委員会職

員の立会いを求める。 

 

４ 天然記念物 

大磯高麗山の自

然林 

（対象地） 

中郡大磯町高麗字

高麗山580-1 

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

神奈川県湘南地域

県政総合センター

所長 

 

簡易法枠工 

及び樹木伐採 

(許可日) 

R7.8.28 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R7.10.17 

【許可理由】 

○ 治山工事のため簡易法枠工（89.6㎡）及び

広葉樹１本の伐採を行います。 

現状、簡易法枠工を行う斜面では岩盤が露

岩しており、緑化の見込みはなく、既に法面

では土砂崩落が起きているため、法裾の住宅

の安全が危ぶまれる状況です。 

そのため、安全管理・維持管理上必要な作

業であると考えられることから許可はやむを

得ないと判断されます。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、大磯町教育委員会職員

の立会を求める。 

 

５ 天然記念物 

大磯高麗山の自

然林 

（対象地） 

中郡大磯町高麗字

高麗山580-1 

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

神奈川県自然環境

保全センター所長 

 

丸太柵設置 

及び樹木伐採 

(許可日) 

R7.10.21 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R8.3.31 

【許可理由】 

○ 丸太柵の設置及び危険木の伐採を行いま

す。 

丸太柵の設置は、土砂崩落の危険性がある

法面の延長86ｍの範囲において実施され、危

険木の伐採は12本を対象に実施されます。い

ずれも迂回径路に隣接しており、通行者等の

安全が危ぶまれる状況です。 

そのため、安全管理・維持管理上必要な作

業であると考えられることから許可はやむを

得ないと判断されます。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、大磯町教育委員会職員

の立会を求める。 
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６ 天然記念物 

東高根のシラカ

シ林 

（対象地） 

川崎市宮前区神木

本町二丁目10番１

ほか 

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

川﨑治水センター

所長 

維持管理作業

（雑草除去、

枯損木処理、

ナラ枯れ防止

トラップ設

置） 

(許可日) 

R7.10.20 

 

(予定期間) 

許可日 

 ～ 

R8.3.31 

【許可理由】 

○ 維持管理作業としてモウソウチク、シュロ

等の除去、枯損木の処理及び枯枝除去、ナラ

枯れ防止トラップの設置を行うもので、林の

安全管理・維持管理上必要な作業と判断され

る。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、川崎市教育委員会職員

の立会い及び指示を受けること。 

７ 重要文化財(建造

物) 

神奈川県立図書館 

（対象地） 

横浜市西区紅葉ケ

丘９－２ 

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

神奈川県知事 

 

執務環境改善

のための遮光

ネット設置及

び復旧 

※ 遮光ネッ

ト設置後に

申請 

(許可日) 

R7.7.10 

 

(予定期間) 

R6.7.13 

 ～ 

R9.5月 

【許可理由】 

○ 一時的に執務場所となっている１階閲覧室

への直射日光の影響が大きく、業務に支障を

きたすことから、外部窓サッシにネット固定

用のビスを打設し、遮光ネットを一時的に設

置したものです。 

現状変更許可を受けないまま設置されたも

のの、当該サッシが後設であることと、遮光

ネットの設置は図書館の改修工事（項目９）

が終了するまでの一時的なものであり同工事

内で撤去・打設穴を復旧することから、許可

書に注意事項を付した上で、許可はやむを得

ないと考えます。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、県教育委員会の指導に

従い、また、必要に応じて立会いを求める。 

◆ 原状へ復す際は、施工方法について事前に県教

育委員会と協議する。 

８ 重要文化財 (絵

画) 

「五姓田義松作品

（五姓田義松旧蔵

作品群を含む）」

全643点のうち16

点 

（対象地） 

横浜市中区南仲通

５－60 

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

神奈川県知事 

 

作品安定化の

ための額装ま

たはマット装

丁の実施 

(許可日) 

R7.7.24 

 

(予定期間) 

R7.7.28 

 ～ 

R8.3.31 

【許可理由】 

○ 額に入っておらずキャンパスまたは紙に描

かれたままといった不安定な状態のため、額

装（小・中型作品はマット装丁）を行うもの

です。 

作品の安定化及び保護に寄与するものであ

り、文化財価値への影響は軽微であるため、

本件現状変更を許可することは差し支えない

ものと考えます。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、県教育委員会の指導に

従い、また、必要に応じて立会いを求める。 

◆ 現在未確定の仕様については、決定の際には、

県教育委員会と協議する。 
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９ 重要文化財(建造

物) 

神奈川県立図書館 

（対象地） 

横浜市西区紅葉ケ

丘９－２ 

（所有者） 

神奈川県 

（申請者） 

神奈川県知事 

 

※ 令和７年度第

１回文化財保護

審議会にて協議 

改修工事 

 

(許可日) 

R7.9.4 

 

(予定期間) 

R8.1月下旬 

 ～ 

R9.6月 

【許可理由】 

○ 県立図書館の再整備の一環として、「竣工

当時の姿の復元」「建物の機能強化」「図書

館としての施設活用」を柱とした改修工事を

行います。 

これにより竣工当時の姿に近づくととも

に、安全性の確保及び利便性の向上が図ら

れ、今後建物がさらに継続的に活用されるこ

とが期待でき、当該建物の長期保存・活用に

資することから、本件現状変更を許可するこ

とは差し支えないものと考えます。 

 

【許可条件】 

◆ 実施に当たっては、県教育委員会の指導に

従い、また、必要に応じて立会いを求める。 

 



県指定文化財現状変更等箇所(R７.７.１～R７.10.31)
別紙

③
①

④・⑤

⑥

② ⑧

⑦・⑨



① 史跡「河村城跡」－テント及びタープ設営

１

対 象 地

大庭郭でマルシェ開催のため、
テント及びタープを設置

大庭郭設置物イメージ

金属杭（ペグ）15㎝



② 史跡「早川城跡」－看板改修工事

２
看板③

看板①

看板②

看板の腐朽部材を交換



３

③ 天然記念物「日向薬師の寺林」－樹木伐採

指定範囲

対 象 地

本堂へ倒木の恐れがある
樹木（モミノキ等）の伐採

樹皮剥落



４

谷の露岩斜面において簡易法枠工
及び樹木１本を伐採

④ 天然記念物「大磯高麗山の自然林」－簡易法枠工・樹木伐採

対象地



５

７か所での丸太柵の設置及び
迂回径路に近傍に位置する
樹木12本の伐採

⑤ 天然記念物「大磯高麗山の自然林」－丸太柵設置・樹木伐採

樹木伐採

丸太柵工

（例）伐採対象樹木



６

維持管理作業（雑草除去、枯損木処理、
ナラ枯れ防止トラップ設置）

⑥ 天然記念物「東高根のシラカシ林」－維持管理作業

指定範囲

ナラ枯れトラップ設置場所
維持管理作業箇所

ナラ枯れト
ラップ設置

枯損木（倒木
後）処理



７

遮光・防砂ネット設置（黄色部分）

⑦ 重要文化財「神奈川県立図書館」－遮光ネット設置及び復旧

改修工事（⑨）に合わせて
撤去し、穿孔部はパテ埋
めのリペア工法で復旧予
定（工法の詳細は別途調
整）



８

全６４３点中１６点（額に入っておらず不安定な状態の作品）の
額装またはマット装丁を実施
（大型作品は額装、中～小型作品はマット装）

⑧ 重要文化財「五姓田義松作品」－額装またはマット装丁の実施



９

「竣工当時の姿の復元」「建物の機能強化」「図書館としての施設活用」を柱とした改修工事

⑨ 重要文化財「神奈川県立図書館」－改修工事

↓ホローブリックの復旧

↑中央書庫３層・４層撤去

左記のほか
・中央書庫内の耐震補強（壁厚を追加）
・エレベーターの撤去及び新設

・小荷物昇降機を撤去し中央書庫ビュースペー
スを設置
・西側会談撤去

・音楽堂接続部の区画変更、喫茶機能の再設
置
・音響ルーム新設
・２階旧執務室の間仕切り壁撤去（閲覧室へ）

等の改修工事を実施

（⑦の遮光ネット撤去及び原状復帰も同時施
工）
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